
1　概況

　令和6年度に兵庫県国保連合会で苦情相談を受け付けた件数は274件で、令和5年度（282件）と比較し97.2％とほぼ同程度でした。

2　苦情相談受付件数一覧

　この件数表は兵庫県国保連合会で苦情相談を受け付けた件数について、サービス種類及び相談内容別に取りまとめたものです。

（1）集計方法

　　  表1～3、図1～4はサービス系統別受付件数を軸に集計した結果を示しています。

　　  表4及び5、図6及び7は相談内容別受付件数を軸に集計した結果を示しています。

（2）集計結果の概要

　　 サービス系統別では、施設サービス、短期入所、地域密着の順に多く、事業所数が少ないほど苦情受付割合は高くなっています。

　　 施設サービスについては、阪神北が3割程度を占め、次いで神戸市、東播磨、阪神南が多く、都市部に集中しています。

　　 一方で、郊外では施設サービスの相談がほとんどなく、居宅サービスの割合が多くを占めています。

　　 相談内容別では、訪問系サービス、短期入所、居宅サービスのその他、地域密着型サービスが情報説明の不足と従事者の態度が

　 　5割～8割と多くの割合を占めている一方で、施設サービスでは情報説明の不足が3割、具体的な被害・損害が3割を占めており、

　　 施設サービスでは具体的な被害・損害が高い割合を占めていることが分かります。

（3）集計に関する留意事項

　 　・サービス系統とは、サービス種類を居宅サービス系、地域密着サービス系、施設サービス系、その他の4種類に大きく分類した

　　　 ものを指しています。

　 　・居宅サービス系は、サービス種類により訪問系サービス、短期入所サービス、その他の3種類に分類されます。

　 　・令和6年度に受け付けた苦情相談に係るサービス種類のサービス系統は、下記のとおりです。

　　 ・現行の二次医療圏域では8圏域であるが、ここでは、県民局の管轄である10圏域を採用しています。

　　 　各圏域の内訳は以下のとおりです。
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（4）各種集計結果

　　　表1 ：令和6年度の苦情相談件数を一覧にした表。

    サービス種類別の月ごとの受付件数、割合及びサービス系統別の受付件数割合を記載しています。

表1
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　　　表2：令和6年度の苦情相談件数をサービス系統別、市町ごとに集計し、該当サービスの事業所数で割り、1事業所当たりの各市町の苦情相談受付割合を

　　　　 　 示した表。なお、事業所数は1事業所で複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに1事業所としてカウントしています。

　　　表3：令和6年度の苦情相談件数をサービス系統別、圏域別に集計し、該当サービスの事業所数で割り、1事業所当たりの各圏域の苦情相談受付割合を示した表。

表3

表2
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　　　表4：令和6年度の苦情相談受付件数を相談内容別に集計した表

表4
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　　　表5：令和6年度の苦情受付件数をサービス種類別、相談内容別に集計した表

　　　図1：令和6年度サービス系統別圏域別苦情相談受付率

　　　　　 各サービス系統別に各圏域の受付割合を示したグラフ。（表3をグラフ化したもの）

　　　1.算出方法

　　   　Ｒ6年度のサービス系統別、圏域別の苦情受付件数を事業所数で割り、1事業所あたりの苦情受付割合を算出しています。

　　　2.概要

　　　　苦情受付割合は施設サービス、短期入所、地域密着の順に多く、事業所数が少ないほど苦情受付割合は高くなっています。

　　　　施設サービスについては、阪神北が3割程度を占めており、次いで神戸市、東播磨、阪神南が多く、都市部に集中しています。

　　　　施設サービスは郊外の市町では苦情がない傾向です。

　　　　短期入所は中播磨、淡路、西播磨の順に割合が高くなっています。

訪問系サービス小計 短期入所小計 その他小計
地域密着型サービス小

計
施設サービス小計

淡路（洲本市、南あわじ市、淡路市） 0.10% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00%

丹波（丹波篠山市、丹波市） 0.14% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00%

但馬（豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町） 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

西播磨（相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡

町、佐用町）
0.06% 1.08% 0.00% 0.33% 0.00%

中播磨（姫路市、市川町、福崎町、神河町） 0.07% 1.99% 0.17% 0.58% 1.75%

北播磨（西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可

町）
0.06% 0.00% 0.09% 0.00% 2.17%

東播磨（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町） 0.09% 0.75% 0.07% 0.36% 5.66%

阪神北（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町） 0.02% 0.84% 0.03% 0.17% 12.96%

阪神南（尼崎市、西宮市、芦屋市） 0.06% 0.56% 0.09% 0.40% 4.76%

神戸市 0.12% 0.74% 0.32% 0.27% 6.86%
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図1：令和6年度サービス系統別圏域別苦情相談受付率
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　　　図2：令和6年度　圏域別・サービス系統別苦情相談受付割合

　　　　　 各サービス系統別に各圏域の受付割合を示したグラフ。（表3をグラフ化したもの）

　　　1.算出方法

　　　   Ｒ6年度の圏域別、サービス系統別の年間苦情受付件数を事業所数で割り、1事業所に対する苦情受付割合を算出しています。

　　　2.概要

　　　　神戸市、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨は施設サービスでの相談割合が80％を占め、高い傾向です。

　　　　これに対し、西播磨、但馬、丹波、淡路は施設サービスでの相談はなく、居宅サービスの相談のみです。

　　　　このことから都市部や都市部近郊の地域ほど施設サービスの相談が多く、郊外は居宅サービスの相談が多い傾向であることが分かります。

　　　　圏域別の特色としては、阪神北は施設サービスでの苦情が突出して多いことです。

　　　　地域密着は大都市ではなく、中規模くらいの都市に多くなっています。

　　　　全体として、北播磨、但馬は苦情が少ない傾向にあります。

　　　図3：令和6年度サービス系統別苦情受付率

　　　　　サービス系統別の年間受付割合を示したグラフ。

　　　　1.算出方法

　　　      Ｒ6年度のサービス系統別の年間苦情受付件数を事業所数で割り、1事業所に対する苦情受付割合を算出しています。

　　　　2.概要

　　　　　施設サービスの苦情が7割以上の割合を占めています。

　　　　　次いで短期入所、地域密着型サービスが多くなっています。
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図3：令和6年度サービス系統別苦情受付率
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　　　図4：令和6年度　圏域別苦情受付件数

　　　　　令和6年度の苦情受付件数の圏域別の割合を示したグラフ。

　　　　1.算出方法

　　　　   Ｒ6年度の圏域別の苦情受付件数を年間苦情受付件数で割って算出しています。

　　　　2.概要

　　　　　神戸市は要介護認定者の割合が兵庫県全体の28％であるため、要介護認定者数に対し、苦情受付件数の割合が高いと言えます。

　　　　　それ以外の圏域は要介護認定者の割合と苦情受付割合が同程度です。

　　　図5：令和6年度苦情相談内容内訳

　　　　　令和6年度苦情相談受付の相談内容別に割合を示したグラフ。（表4をグラフ化したもの）

　　　　1.算出方法

　　　   　Ｒ6年度の相談内容別の苦情受付件数を年間苦情受付件数で割って算出しています。

　　　　2.概要

　　　　　全体としてはその他合計が過半数近くを占めており、次いで情報・説明の不足、従事者の態度が合わせて3割程度を占めています。
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図4：令和6年度 圏域別苦情受付件数
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図5：令和6年度苦情相談内容内訳
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従事者の態度 説明・情報の不足 要介護認定 利用者負担 その他合計

7 / 8 ページ



　　　図6、図7：令和6年度サービス系統別相談内容

　　　　令和6年度のサービス系統別、相談内容別の苦情受付件数を示したグラフ。図6はサービス系統を軸に、図7は相談内容を軸にしています。

　　　　1.算出方法

　　　   　Ｒ6年度のサービス系統別、相談内容別の苦情受付件数合計して算出しています。

　　　　2.概要

　　　　　訪問系サービスでは従事者の態度が3割、情報説明の不足が2割、具体的な被害・損害、サービスの質が1割を占めます。

　　　　　短期入所では情報説明の不足が4割、従事者の態度が3割を占めます。

　　　　　その他では情報説明の不足が5割、従事者の態度が4.5割を占めます。

　　　　　地域密着型サービスでは情報説明の不足が3割、従事者の態度が2.5割を占めます。

　　　　　施設サービスでは情報説明の不足が3割、具体的な被害・損害が3割を占めます。

　　　　　上記より具体的な被害・損害が顕著に表れるのは施設サービスと言えます。

　　　　　施設サービス以外は情報説明の不足と従事者の態度が多くの割合を占めています。
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